
号

外�十六
令

和

三

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

教
育
財
務
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
三
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
八
十
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
百

五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
表
面
中｢�

｣

を｢
｣

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中｢

印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
表
面
中｢�

｣

を｢
｣

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中｢

印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢男

・
女
｣

を｢
｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
費
貸
付
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
費
貸
付
規
則(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜

県
規
則
第
百
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

二
人｣

を｢

一
人｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
四
月
一
日



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )２



別
記
第
二
号
様
式
中｢

印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )４



 

 

  

     

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

             
 
 

 
 

 

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



別
記
第
七
号
様
式
及
び
別
記
第
八
号
様
式
中

｢
氏

名
�

(保
証
人
)
住

所

氏
名

�
(保
証
人
)
住

所

氏
名

�
｣

を

｢
氏

名

(保
証
人
)
住

所

氏
名
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )６



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

   

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

   

   

    

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



別
記
第
十
号
様
式
中｢

印□
｣

及
び｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )８



(
岐
阜
県
選
奨
生
奨
学
金
貸
与
規
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
選
奨
生
奨
学
金
貸
与
規
則(

昭
和
五
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

奨
学
生
及
び
連
帯
保
証
人
が
署
名
し
た｣

を
削
り
、｢

当
該
連
帯
保
証
人｣

を｢

連
帯
保
証
人｣
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中｢
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、｣

を｢

当
該
期
間
の
う
ち

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て｣

に
、｢

租
税

特
別
措
置
法｣

を｢

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
二
年
法
律
第
八
号)

に
よ
る
改

正
前
の
租
税
特
別
措
置
法｣

に
、｢
場
合
は
、｣

を｢

場
合
は｣

に
改
め
、｢

年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合｣

の
下
に｢
、
令
和
三
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
当
該
期
間
の

属
す
る
各
年
の
租
税
特
別
措
置
法
第
九
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
一
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合(

以
下｢

延
滞
金
特
例
基
準
割
合｣

と
い
う
。)

が
年
七
・
三
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

を
加
算
し
た
割
合｣

を
加
え
、｢

、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後｣

を｢

、
平
成
二
十
六
年
一
月

一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で｣

に
改
め
、｢
当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
一
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合｣

の
下
に｢(

当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

を
超
え
る
場
合
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合)

、
令
和
三
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
つ
い

て
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は
当
該
延
滞
金
特
例

基
準
割
合
に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合(

当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合)｣

を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
表
面
中｢�

｣

を
削
り
、

｢

を
｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
表
面
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
裏
面
中｢面

談
形
式
で
｣

を
削
り
、｢う

え
｣

を｢上
｣

に
、

｢以
上
４
項
目
に
つ
い
て
､
１
問
１
答
形
式
で
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
｡

面
談
を
さ
れ
て
担
当
者
と
し
て
､
申
請
者
に
対
す
る
感
想
等
あ
り
ま
し
た
ら
御
記
入
願
い
ま
す
｡｣

を｢担
当
者
と
し
て
､
申
請
者
に
対
す
る
感
想
等
あ
り
ま
し
た
ら
御
記
入
願
い
ま
す
｡
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９

年
月

日
生

(
歳
)

年
月

日
生

(
歳
)

性
別

※
男
・
女



3 7  
 

 
 

 
 

 
   

 
) 

 
 

 
 

              
 

 

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )10



 
 
 

    

   

    

 
  

  
 

  

    

 
  

  
 

  

    

 
  

    

    

 
 

 
3

 
 

 

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



 
3

  

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )12



5 13  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

               
 

 

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13



 
 

 

    

    

 
  

 
  

    

 
  

 
  

    

 
    

    

 
 

 
3  

 
 

 
 

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )14



｢
｢

別
記
第
六
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
七
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

｢
学
校
長
氏
名

印□
｣

を

｢
学
校
長
氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中 ｢奨

学
生
番
号

住
所

電
話
番
号

氏
名

印
｣

を
｢

奨
学
生
番
号

住
所

電
話
番
号

氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中｢�
｣

を
削
り
、

｢
学
校
長
氏
名

印□
｣

を

｢
学
校
長
氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、

｢
学
校
長
氏
名

印□
｣

を

｢
学
校
長
氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

(

岐
阜
県
高
等
学
校
奨
学
金
貸
与
規
則
の
一
部
改
正)

第
四
条

岐
阜
県
高
等
学
校
奨
学
金
貸
与
規
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

奨
学
生
及
び
連
帯
保
証
人
が
署
名
し
た｣

を
削
り
、｢

当
該
連
帯
保
証
人｣

を｢

連
帯
保
証
人｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中｢

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、｣

を｢

当
該
期
間
の
う
ち

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て｣

に
、｢

租
税

特
別
措
置
法｣

を｢

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
二
年
法
律
第
八
号)

に
よ
る
改

正
前
の
租
税
特
別
措
置
法｣

に
、｢

場
合
は
、｣

を｢

場
合
は｣

に
改
め
、｢

年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合｣

の
下
に｢

、
令
和
三
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
当
該
期
間
の

属
す
る
各
年
の
租
税
特
別
措
置
法
第
九
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
一
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合(

以
下｢

延
滞
金
特
例
基
準
割
合｣

と
い
う
。)

が
年
七
・
三
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

を
加
算
し
た
割
合｣

を
加
え
、｢

、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後｣

を｢

、
平
成
二
十
六
年
一
月

一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で｣

に
改
め
、｢

当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
一
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合｣

の
下
に｢(

当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

を
超
え
る
場
合
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合)

、
令
和
三
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
つ
い

て
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は
当
該
延
滞
金
特
例

基
準
割
合
に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合(

当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合)｣

を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
表
面
中｢�

｣

を
削
り
、

｢

を

｣

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15

連
絡

先

奨
学
金
担
当
者
職
氏
名

連
絡

先

奨
学
金
担
当
者
職
氏
名 ※

半
年
賦

月
賦

※
月
賦

半
年
賦

全
部
繰
上

年
月

日
生

(
歳
)

連
絡

先

奨
学
金
担
当
者
職
氏
名

性
別

※
男
・
女



｢

に
、

｣

｢､
及
び
｣

を｢及
び
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢

(表
)
｣

及
び｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )16

年
月

日
生

(
歳
)
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) 

 
 

 
 

              
 

 

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17



 
 
 

    

   

    

 
  

  
 

  

    

 
  

  
 

  

    

 
  

    

    

 
 

 
3

 
 

 

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )18



 
 

 
3  

 

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19



11  
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

               
 

 

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )20



 
 

 

    

    

 
  

 
  

    

 
  

 
  

    

 
    

    

 
 

 
3

 
 

 
 

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �21



別
記
第
五
号
様
式
中｢返

還
金
額
｣

を｢返
還
総
額
｣

に
、

｢
｢

｢
｢

を

に
、

を

に
改

｣
｣

｣
｣

め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
六
号
様
式
の
二
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

｢
学
校
長
氏
名

印□
｣

を

｢
学
校
長
氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中 ｢奨

学
生
番
号

住
所

電
話
番
号

氏
名

印
｣

を

｢
奨
学
生
番
号

住
所

電
話
番
号

氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、

｢
学
校
長
氏
名

印□
｣

を

｢
学
校
長
氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、

｢
学
校
長
氏
名

印□
｣

を

｢
学
校
長
氏
名

｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
子
育
て
支
援
奨
学
金
貸
与
規
則
の
一
部
改
正)

第
五
条

岐
阜
県
子
育
て
支
援
奨
学
金
貸
与
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

に
よ
る｣

を｢

に
よ
り｣

に
、｢

奨
学
生
及
び
連
帯
保
証
人
が
署
名
し
た
岐

阜
県
子
育
て
支
援
奨
学
金
返
還
誓
約
書｣

を｢

岐
阜
県
子
育
て
支
援
奨
学
金
誓
約
書｣

に
、｢

当
該

連
帯
保
証
人｣

を｢

連
帯
保
証
人｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
中｢

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、｣

を｢

当
該
期
間
の
う
ち

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て｣

に
、｢

租
税

特
別
措
置
法｣

を｢

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
二
年
法
律
第
八
号)

に
よ
る
改

正
前
の
租
税
特
別
措
置
法｣

に
、｢

場
合
は
、｣

を｢

場
合
は｣

に
改
め
、｢

年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合｣

の
下
に｢

、
令
和
三
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
当
該
期
間
の

属
す
る
各
年
の
租
税
特
別
措
置
法
第
九
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
一
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合(

以
下｢

延
滞
金
特
例
基
準
割
合｣

と
い
う
。)

が
年
七
・
三
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

を
加
算
し
た
割
合｣

を
加
え
、｢

、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後｣

を｢

、
平
成
二
十
六
年
一
月

一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で｣

に
改
め
、｢

当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
一
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合｣

の
下
に｢(

当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

を
超
え
る
場
合
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合)

、
令
和
三
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
つ
い

て
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は
当
該
延
滞
金
特
例

基
準
割
合
に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合(

当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合)｣

を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
表
面
中｢�

｣

を
削
り
、

｢

を

｣
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連
絡

先

奨
学
金
担
当
者
職
氏
名

連
絡

先

奨
学
金
担
当
者
職
氏
名

※

月
賦

半
年
賦

※
月
賦

半
年
賦

全
部
繰
上

氏
名

氏
名

ふ
り
が
な

年
月

日
生

(
歳
)

連
絡

先

奨
学
金
担
当
者
職
氏
名

性
別

※
男
・
女



｢

に
、

｣

｢､
及
び
｣

を｢及
び
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �23

年
月

日
生

(
歳
)
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( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �25



 
 

 
 

 

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )26



12  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

               
 

 

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �27



 
 

 

    

    

 
  

 
  

    

 
  

 
  

    

 
    

    

 
 

 
3  

 
 

 

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )28



別
記
第
五
号
様
式
中｢返

還
金
額
｣

を｢返
還
総
額
｣

に
、

｢
｢を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
六
号
様
式
の
二
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

｢
学
校
長
氏
名

印□
｣

を

｢
学
校
長
氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中 ｢奨

学
生
番
号

住
所

電
話
番
号

氏
名

印
｣

を

｢
奨
学
生
番
号

住
所

電
話
番
号

氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中｢�
｣

を
削
り
、

｢
学
校
長
氏
名

印□
｣

を

｢
学
校
長
氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、

｢
学
校
長
氏
名

印□
｣

を

｢
学
校
長
氏
名

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �29

連
絡

先

奨
学
金
担
当
者
職
氏
名

連
絡

先

奨
学
金
担
当
者
職
氏
名

※

月
賦

半
年
賦

※
月
賦

半
年
賦

全
部
繰
上

連
絡

先

奨
学
金
担
当
者
職
氏
名
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令
和
三
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


